
工事成績評定結果閲覧要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、春日井市の発注する工事に係る成績評定結果の閲覧につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧対象とする工事） 

第２条 閲覧対象とする工事は、春日井市工事成績評定要領（以下「工事評定要

領」という。）の規定により、成績評定を行う工事とする。 

（閲覧に供する成績評定書類） 

第３条 閲覧に供する工事成績評定書類は、工事評定要領に規定する工事成績評

定結果通知書（第６号様式）及び項目別評定点（第８号様式）とする。な

お、工事成績採点表（第１号様式）、細目別評定採点表（第２号様式）、工事

成績採点の考査項目の考査項目別運用表（第３号様式）については閲覧に供

しないものとする。ただし、評定された当該工事の受注者からの請求があっ

たときは、当該受注者に限り閲覧することができるものとする。 

（閲覧開始時期） 

第４条 閲覧に供する成績評定書類は、月単位でまとめ閲覧簿へ収録するものと

し、閲覧開始時期は、原則として当該対象工事の評定結果通知日の翌月以降

とする。 

（閲覧期間） 

第５条 閲覧期間は、当該対象工事の完成検査を行った年度及び翌年度とする。 

（閲覧場所） 

第６条 閲覧場所は、春日井市総務部契約管理課とする。 

（閲覧日時） 

第７条 閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。 

⑴ 閲覧日 １月４日から12月 28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。 



⑵ 閲覧時間 午前8時 30分から午後5時まで 

（閲覧の条件） 

第８条 閲覧書類は所定の場所で閲覧し、閲覧場所以外には持ち出すことはでき

ない。 

２ 閲覧しようとする者は、閲覧書類を汚損または棄損してはならない。 

（閲覧手続き） 

第９条 閲覧しようとする者は、閲覧申出書（別記様式）に必要事項を記入して

閲覧するものとする。 

２ 第３条第１項ただし書きにより閲覧しようとする者は、閲覧対象の成績評定

結果の受注者であることを確認の上、前項と同様の取り扱いにより閲覧する

ものとする。 

３ 閲覧しようとする者は、第８条に規定する閲覧条件を遵守して閲覧しなけれ

ばならない。 

附 則  

この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和 7 年４月１日から施行する。 



２ この要領の施行の際、改正前の工事等成績評定結果閲覧要領の規定に基づい

て保存されている工事成績評定表（第５号様式）は、改正後の工事成績評定結

果閲覧要領の規定にかかわらず、従前の例による。 


